
※　施工に伴い、図面内容が変更となる可能性があります。

カフェスペース 事業者提案可能範囲

別紙１－２（新庁舎２階北側平面図）

業務用エレベーターは当該北側平面図にはない。
廊下を矢印方面に向かった新庁舎の南側にある。

工事時に使用が想定される廊下や出入口の最小の寸法
　　　廊下：　幅　1,900 mm、高さ　2,600 mm
　　　出入口：幅　1,800 mm、高さ　2,100 mm

至　業務用エレベーター

客席部分

（カフェ客以外でも
　利用可能。臨時
　窓口スペース
　として利用される
　こともある）

カウンター配置はイメージ。
（カフェ営業に必要な設備は
テナント負担で用意すること）

（事業者提案可能範囲と
　客席部分を合わせた
　スペースの総称）


